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パート１
米国の家庭医と
メディカルホーム



米国の家庭医の歴史①
• 米国のプライマリケアを支えていた家庭医

– 第二次大戦後、米国のプライマリ・ケアを支えていたのは
、街の家庭医（General Physician GP）、医師全体の6割以
上を占めていた

– その後、家庭医は専門医制度の進展とともに減少

• ミリス・レポート
– 米国医療と古き善き時代の家庭医と専門医をどう共存さ

せるかにつき、ジョン・ミリスを委員長にした市民委員会が
設立

– 「家庭医」のレジデント研修の提言（ミリス・レポート）

• 専門医としての家庭医（Family Practice)の誕生
– 1969年に米国で第20番目の専門医養成コースとして家庭

医療学科が誕生



米国の家庭医の歴史②

• 1970年代の家庭医療学科
– 誕生間も無い70年代前半には、既存の専門科か

らの非難・中傷と研修医数の伸び悩みで多くの苦
難を経験した

• 連邦政府の支援
– 連邦政府からの研修医や研修施設への助成金と

いう経済的な支援を得たお陰で、研修医数も増
加

– その後の研修医達の活躍の結果、他の専門科
の信用も次第に得るようになってきた。



米国の家庭医の歴史③

• 1990年代のマネジドケア全盛と家庭医
– クリントン政権が、米国の健康保険制度改革を政策に掲

げたのが90年代前半である

– クリントンは米国の医師数の51％をプライマリ・ケア医に
しようという具体的提案をした

• マネジドケアと家庭医
– 保険会社の管理医療（マネジドケア）の発展とともに、

ゲートキーパーとしての家庭医が注目された。

– しかし、マネジドケアの評判の低下とともに家庭医もまた
そのお先棒かつぎと見なされるようになってきた。

– このため家庭医のレジデント研修を目指す医学生はここ
数年減少している。



新たな家庭医モデル
メディカル・ホーム (Medical Home)

ＣＭＳ（メディケア・メディケイド・サービ
スセンター）は2009年から3年間の

メデイカル・ホームデモンストレーション
プロジェクトを開始



メディカル・ホームの歴史

• 起源は1967年に米国小児科学会が提唱した
「子供の診療記録を自宅に置いておこう」とい
う運動にさかのぼる

• その後、米国内科学会や米国家庭医療学会
がこの概念を拡張して、患者がアクセス可能
で、継続性があって、包括的で、調整された、
思いやりのある文化的に効果的な患者中心
のケアコーデイネーション方式として概念整
備してきた。



メディカル・ホームの定義
Grumbach and Bodenheimer, JAMA 2002

• メディカル・ホームは、患者と医師との関係の上に築き上げられ、
患者ニーズを中心に組織化された保健医療のアクセスポイントの
ことである。メディカル・ホームは住民のプライマリケアニーズの９
０％をカバーするのみならず、専門医への紹介やその他付帯サー
ビスも提供する。  メディカル・ホームはファーストコンタクト、包括
的ケア、継続的予防ケア、急性、慢性疾患のニーズに応える資源
となる。

• The medical home is a point of access to health care that is 
organized around the patient’s needs built on a relationship 
between a patient and a physician.  It is a primary health care based 
capable of providing 90% of health needs but also coordination 
specialty referrals, and ancillary services.  The medical home is a 
source of first contact care and comprehensive care across a 
continuum of preventive, acute and chronic health care needs. 

• 日本語では「プライマリケア拠点」あるいは「プライマリ医療拠点」と
訳してはどうだろうか？



メデイカルホームの8つのポイント

• ①かかりつけ医

• ②チーム医療

• ③反応的、断片的なケアではなく、プロアクテイブなケア

• ④特別なＩＴソフトウェア（患者登録）を用いた患者フォロー

• ⑤慢性疾患(例えば、喘息、糖尿病、心臓病)の自己管理の
サポート

• ⑥意志決定における患者参加

• ⑦すべての状況におけるケアコーデイネーション

• ⑧アクセス強化(例えば、安全なメール)
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ＣＭＳのメディカル・ホーム
デモンストレーションプロジェクト

• ＣＭＳのデモンストレーションプロジェクト（メデイカルホーム）
– 2009年より全米の８つの州で40万人のメデイケア対象者（65才以上
高齢者）

– 400診療所、2千人のプライマリケア医の参加のもとに行われる予定

• メデイカルホームデモンストレーションプロジェクト
– プロジェクト第一レベル

• 患者のメディカル・ホームプロジェクトへの参加同意
• 患者データの収集、ケアプランの作成、患者教育などが要件

– プロジェクト第二レベル
• 電子カルテ（EHR）を用い、血圧、検査値、予防サービスの実施状況などを記

録
• 病院や診療所外来など関連施設の体系的なコーデイネーション機能
• 退院後の服薬リストをチェックすること、電子処方を行うこと
• 治療成績などのデータ収集など

• 　



メディカル・ホーム診療報酬

• メディカルホームに対する診療報酬
– 要件を満たした診療所についてはメディカル・ホーム

に関する診療報酬が支払われる

– 診療報酬の支払いは人頭割支払い方式で、メディカ
ルホームに登録患者の人頭割の料金設定がなされ
ている

– 料金は住民1人１月あたりメディカル・ホーム第一レ
ベルで40.40ドル、第二レベルで51.70ドルとなってい
る

– 患者重症度の補正は患者の現状からの将来の疾病
負担の予測モデルにより行われる。



　　　　パート２
英国の家庭医とＰ４Ｐ



P4Pとは何か？



P4Pの定義とは？

• P4P（Pay for Performance)とは高質の医療提
供に対して経済的インセンテイブを、EBMに
基づいた基準を測定することで与える方法で
ある。その目的は単に高質で効率的な医療
にボーナスを与えることにとどまらず、高質の
医療への改善プロセスを促すことにある。
（Institute of Medicine 2006年）

• 主として米国・英国・カナダ・オーストラリアで
導入が進んでいる



英国の国営医療（NHS)

• 英国の国営医療サービス（NHS）と開業医
– すべての住民に対して、原則無料で、包括的なサービス

（予防やリハビリサービス等を含む）を税財源で提供

• 登録医制度（GP：general practitioner）
– 住民は、予め登録した診療所のＧＰの診療を受け、必要

に応じてＧＰの紹介の下に病院の専門医を受診

– 住民は、診療所の登録と変更を自由に行うことができる。 



英国のＧＰ

• 英国の開業医（GP：general practitioner）
– 全英で診療所数は10,352（イングランド 8,451、ウェール
ズ 497）2005年

– GP数はイングランド（2004年）で31,523人（非常勤、研修
医を除く）

– ＧＰは開業医トラスト（PCT ：Primary Care Trust)を地域単
位で形成し、地域における保健医療事業の計画立案と
NHSからの事業委託を実施

– イングランドで約300の開業医トラストがあり、一つの開業
医トラストは現在、平均して人口14万人をカバー



開業医の診療報酬体系

• 包括報酬（global sum）
– 人頭支払い制度

– 人頭支払いでは、登録住民の年齢別、性別、医療ニードに応じた住
民一人当たりの括報酬が支払われる

– 包括報酬には、もちろん地域や登録患者の特殊事情も加味される

– 包括報酬には、診療所の維持費、各種検診、簡単な外科的処置、時
間外診療なども含めた額が支払われる 

• 追加サービス（enhanced services）
– 出来高払い

– 診療所が特別なサービスを提供すると報酬が出来高払いで追加され
る



第三の診療報酬体系として
　　　　　　　　　　　　Ｐ４Ｐを導入

• Quality and Outcome Framwork:QOF
– 2004年よりブレア政権の時、新たに英国版P4Pで

あるQOFが追加された

– 10の疾病グループと146の臨床指標を設定

–臨床指標ごとに標準的な達成目標数値を設定し
、目標を達成すれば成果報酬が支払われるとい
う方式である。

–点数スライド制



2004年以降の変化

• GPの収入
–人頭払い（global sum）は約30%
–出来高払い（enhanced service）は約 20％

– Quality and Outcome Frameworkは５０％

• GPの収入は2004年以降、平均4万ドル、それ
までの30％程度も増収になったといわれてい
る。



ＱＯＦの仕組み

• 10疾患・146臨床指標の設定

• 10疾患
– ①喘息、②がん、③慢性閉塞性肺疾患

（COPD）,④冠動脈疾患、⑤糖尿病、⑥てんかん
、⑦高血圧性疾患、⑧甲状腺機能低下症、⑨重
篤な長期療養を必要とする精神疾患、⑩脳卒中
および一過性虚血発作



ＱＯＦの仕組み

• 146の臨床指標
– たとえば④冠動脈疾患で「新規に診断された冠動脈疾患
患者のうち、運動負荷や専門医による評価のために紹介
がなされた紹介患者割合」という指標がある

– この紹介患者割合が25～90％の範囲の中で、紹介患者
割合の応じてP4Pの最低0ポイントから最高７ポイントまで
加点がなされる。つまり紹介患者割合が多ければ多いほ
ど高いポイントがつく。

– 1ポイント単価175ポンド



冠動脈疾患

• 冠動脈疾患（最高点121ポイント）
– １．冠動脈疾患患者の患者登録が可能：最高６ポイント　
– ２．新規に診断された狭心症患者（2003年４月１日以降に診断）のう
ち、運動負荷や専門医による評価のために紹介がなされた割合：最
高７ポイント　２５～９０％

– ３．冠動脈疾患患者のうち、喫煙の状態についての記録がこの１５ヶ
月になされていた患者の割合（喫煙歴のない患者については初診か
ら１回の記載でよい）：最高７ポイント　２５～９０％

– ４．喫煙習慣のある冠動脈疾患患者のうち、禁煙指導や専門診療へ
の紹介に関する記録がこの１５ヶ月になされていた患者の割合：最高
４ポイント　２５～９０％

– ５．冠動脈疾患患者のうち、この１５ヶ月に血圧の記録がある患者の
割合：最高７ポイント　２５～９０％

– ６．冠動脈疾患患者のうち、この１５ヶ月における直近の血圧測定値
が150/90以下である患者の割合：最高１９ポイント　２５～７０％



冠動脈疾患

– ７．冠動脈疾患患者のうち、この１５ヶ月に総コレステロール値の記
録がある患者の割合：最高７ポイント　２５～９０％

– ８．冠動脈疾患患者のうち、この１５ヶ月における総コレステロール値
が5mmol/l(193mg/dl)以下である患者の割合：最高１６ポイント　２５
～６０％

– ９．冠動脈疾患患者のうち、アスピリンやその他の抗血小板薬、ある
いは抗凝固薬が（禁忌や副作用の記録がない場合に）この１５ヶ月に
投与されている記録がある患者の割合：最高７ポイント　２５～９５％

– １０．冠動脈疾患患者のうち、βブロッカーが（禁忌や副作用の記録が
ない場合に）現在投与されている患者の割合：最高７ポイント　２５～
５０％

– １１．心筋梗塞の既往（2003年４月１日以降に診断）のある患者のう
ち、ACEIやARBが現在投与されている患者の割合：最高7ポイント　２
５～７０％

– １２．冠動脈疾患患者のうち、9月1日から3月31日の間にインフルエ
ンザ予防接種の記録がある患者の割合：最高7ポイント　２５～８５％



糖尿病

• 糖尿病（最高点99ポイント）
– 糖尿病の患者登録が可能　最高６ポイント

– ＢＭＩ記録　最高３ポイント　２５～９０％

– 喫煙状態の記録　最高３ポイント　２５～９０％

– 禁煙指導　最高５ポイント　２５～９０％

– ＨｂＡ１ｃ記録　最高３ポイント　２５～９０％

– ＨｂＡ１ｃが７．４％以下　最高１６ポイント　２５～５０％

– ＨｂＡ１ｃが１０％以下　最高１１ポイント　２５～８５％

– 網膜症スクリーニング記録　最高５ポイント　２５～９０％

– 末梢動脈の拍動記録　最高３ポイント　２５～９０％

– 末梢神経障害記録　最高３ポイント　２５～９０％



糖尿病

– 血圧記録　最高３ポイント　２５～９０％
– 血圧　145／85ｍｍＨｇ以下　最高１７ポイント　２５～５
５％

– 微量アルブミン尿試験　最高３ポイント　２５～９０％
– 血清クレアチニン値　最高３ポイント　２５～９０％
– ＡＣＥ阻害剤／Ａ２拮抗剤の服用（蛋白尿、微意量アルブ

ミン尿）最高３ポイント　２５～７０％
– 総コレステロール値記録　最高３ポイント　２５～９０％
– 総コレステロール193ｍｇ／ｄｌ（5mmol/l）以下　最高６ポイ

ント　２５～６０％
– インフルエンザワクチン接種率　最高３ポイント　２５～８
５％



高血圧

• 高血圧（最高点105ポイント）
– １　高血圧患者の登録　最高9ポイント

– ２　喫煙歴の記載　　　最高10ポイント　２５～９０％

– ３　禁煙指導の実施　　最高10ポイント　２５～９０％

– ４　血圧記録の記載　　最高２０ポイント　２５～９０％

– ５　血圧150／90ｍｍＨｇ以下　最高５６ポイント　２５～７
０％



[Campbell et al., 2007]

QOF導入



サウスロンドンのＧＰクリニック

Ｄｒ　Ｍａｒｉｅ2007年10月



マリー先生のＰ４Ｐに対する意見

• クリニックの女医のマリーさんが説明してくれた。
– 「まずNHSのインフォーメーションシステムを見せましょう」

と言って、電子カルテの前に案内してもらった。

– 「この患者は冠動脈疾患の患者ですが、テンプレートを開
けて、この患者が１２ヶ月以内に血圧の記録があるかどう
かチェックします。また禁煙指導をおこなったかどうかも
チェックするわけです。していなかったら電話で呼び出し
て次の診察の予約をとるわけです。これがポイントになっ
て収入になるわけですから、患者のフォローの仕方
が、QOF(クオーフ)導入の２００４年前とはだいぶ変わりま
したね。」



マリー先生のＰ４Ｐに対する意見

• Ｑ「収入はどうですか？」
• Ａ「このクリニックでは１５％ぐらいの増収ですね。増収分はク

リニックの人の雇用に当てました。患者を電話で呼び出した
りするのにも人手もかかりますからね。QOFのおかげで患者
の日常のケアに目が行き届くようになったし、診療の質はあ
がりましたね。」

• Ｑ「患者データの電子カルテへの入力は手間ではありません
か？」

• Ａ「そうでもないです。テンプレートのチェックボックスを選ん
でいけば良いので、そんなに手間でもないです。」

• Ｑ「デメリットはありましたか？」
• Ａ「QOFではNHSの監査が増えたのが、ちょっとわずらわしい

ですね」とのことだった。



Ｐ４Ｐのすべて
• 医療の質に基づく支払方式とは

Ｐ４Ｐ研究会 編　
医療タイムス社 版
2007年12月 発行　ページ 229P
　サイズ Ａ５ソフトカバー　 
2,940円

• ・Ｐ４Ｐは医療をどのように変え
るか　

• ・病院経営の視点から見たＰ４
Ｐ　

• ・看護とＰ４Ｐ　

• ・日本版Ｐ４Ｐへの期待と不安　

• ・英米のｐ４Ｐ臨床指標（資料
編）

P4P研究会編（武藤・池田ら）

http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=author&ARGS=%82%6F%82%53%82%6F%8C%A4%8B%86%89%EF
http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=publisher&ARGS=%88%E3%97%C3%83%5E%83%43%83%80%83%58%8E%D0


　　　　　　　　　　　　　　　まとめと提言まとめと提言

・米英では家庭医が制度化されている・米英では家庭医が制度化されている
・家庭医は、長期に渡って慢性疾患を管理・家庭医は、長期に渡って慢性疾患を管理
する「疾病管理」を行っているする「疾病管理」を行っている
・そのために患者登録システムや臨床指標・そのために患者登録システムや臨床指標
の報告システムやデータベースが必要の報告システムやデータベースが必要
・わが国の今後に、米国のメデイカルホーム・わが国の今後に、米国のメデイカルホーム
や英国の家庭医のＰ４Ｐが参考になるだろうや英国の家庭医のＰ４Ｐが参考になるだろう
。。



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
　　gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/
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